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議第１号 山形市開発審査会提案基準の一部改正について 

改正の内容 新旧対照表のとおり。 

[新旧対照表] 
改 正 後 改 正 前 

提案基準２８ 市街化調整区域にある既存

建築物の利活用 

既存建築物の利活用を目的とし、建築物

の改築又は用途の変更を行うもので、次の

各号のいずれにも該当するもの。ただし、

予定建築物の用途が、本提案基準を除いた

法第３４条第１号から第１４号までに該

当するものを除く。 

（１）今後の事業計画等により、既存の建

築物を利活用できる根拠を明示するこ

と。 

（２）既存の建築物の立地等の経緯が次の

いずれかに該当すること。 

ア 法第２９条第１項、法第４２条第１

項ただし書又は法第４３条第１項

に規定する許可を受けて建築され

た建築物であること。 

イ 法適用日（昭和４５年３月３０日）

前から自己居住用の住宅以外の建

築物として存続していること。 

（３）既存の建築物が、当該建築物の完成

後（前号イの建築物にあっては、法適用

日（昭和４５年３月３０日）後）、適正

に１０年以上利用されたものであるこ

と。ただし、当該建築物の所有者の死亡、

破産、遠方への転居など、社会通念上当

該建築物を従前の用途に供しないことに

やむを得ない事情を有すると認められる

場合は、この限りでない。 

 

（４）既存建築物の建築基準法上の主要用

途及び従たる用途に変更がないこと。 

（５）法第２９条及び第４３条に規定する

許可を受けていない既存建築物（⑵イに

該当するもの）の場合は、開発区域に接

提案基準２８ 市街化調整区域にある既存

建築物の利活用 

既存建築物の利活用を目的とし、建築物

の改築又は用途の変更を行うもので、次の

各号のいずれにも該当するもの。ただし、

予定建築物の用途が、本提案基準を除いた

法第３４条第１号から第１４号までに該

当するものを除く。 

（１）今後の事業計画等により、既存の建

築物を利活用できる根拠を明示するこ

と。 

（２）既存の建築物の立地等の経緯が次の

いずれかに該当すること。 

ア 法第２９条第１項、法第４２条第１

項ただし書又は法第４３条第１項

に規定する許可を受けて建築され

た建築物であること。 

イ 法適用日（昭和４５年３月３０日）

前から自己居住用の住宅以外の建

築物として存続していること。 

（３）既存の建築物が、当該建築物の完成

後（前号イの建築物にあっては、法適用

日（昭和４５年３月３０日）後）、適正

に１０年以上利用されたものであるこ

と。 

 

 

 

 

 

（４）既存建築物の建築基準法上の主要用

途及び従たる用途に変更がないこと。 

（５）法第２９条及び第４３条に規定する

許可を受けていない既存建築物（⑵イに

該当するもの）の場合は、開発区域に接
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する道路の幅員及び消防水利の基準が、

現在の開発許可基準に適合するものであ

ること。 

（６）予定建築物の延べ床面積は、既存建

築物の延べ床面積を上限とすること。 

（７）開発区域周辺の住民に対して説明を

行い、同意を得ること。 

する道路の幅員及び消防水利の基準が、

現在の開発許可基準に適合するものであ

ること。 

（６）予定建築物の延べ床面積は、既存建

築物の延べ床面積を上限とすること。 

（７）開発区域周辺の住民に対して説明を

行い、同意を得ること。 

改正理由 

提案基準２８「市街化調整区域にある既存建築物の利活用」の基準は、適法に建

築・使用された建築物について、周辺環境への影響がないことや、地元からの同意

が得られること等の条件を満たした場合は、開発審査会の議を経た上で、用途変更

を認める基準であります。 

本提案基準を策定した背景には、市街化調整区域内に存する過去に許可を受けた

建築物や許可不要で立地した建築物等の用途変更には制限があることで、十年以上

空き物件となっているものや利活用がされず老朽化が進んでいるものが多数存在

していることがありました。また、策定に当たっては「既存の建築物が、当該建築

物の完成後、適正に１０年以上利用されたものであること。」を要件としておりま

す。一方、そのような建築物の中には、破産、遠方への転居など、社会通念上当該

建築物を適正に１０年以上利用することにやむを得ない事情がある場合も多数あ

ります。令和４年４月１日に国土交通省から通知された開発許可制度運用指針にお

いても、法に基づく許可等を受けて建築された後相当期間適正に利用された建築物

のやむを得ない事情による用途変更について、「イ 適正利用の相当期間について

は、１０年程度を目安とすることが考えられるが、一律に期間の経過のみで判断す

ることは、硬直的な運用となるおそれがあるため、留意する必要があること。ロ ま

た、用途変更の事情については、当該建築物の所有者の死亡、破産、遠方への転居

など、社会通念上当該建築物を従前の用途に供しないことにやむを得ない事情があ

るかどうかを判断すること。」とされておりますが、基準策定時にやむを得ない事

情がある場合について規定していなかったため硬直的な基準となっています。 

以上のことから、市街化調整区域内に存する過去に許可を受けた建築物や許可不

要で立地した建築物等について、実用的に運用がなされるよう、新旧対照表のとお

り基準を改正するものです。 

 

-2-



 

 
 

開発許可制度運用指針（抜粋） 

最 終 改 正  令 和４ 年 ４ 月１ 日  

Ⅰ－７ 法第３４条第１４号等関係  

Ⅰ－７－１ 市街化調整区域における法第３４条第１４号等の運用  

法第３４条第１４号及び令第３６条第１項第３号ホの規定については、災害の発

生のおそれのある土地の区域、優良な集団農地など長期にわたり農用地として保存

すべき土地の区域及び優れた自然の風景を維持する等のため保全すべき土地の区域

を除き、都市計画区域マスタープランなど、まちづくりの将来像を示すマスタープ

ランの内容を踏まえつつ、法第３４条の趣旨に照らしながら、法の委任に基づく条

例や審査基準の制定等を通じて、地域の実情等に応じた運用を行うことが望まし

い。第１号から第１３号までに該当しない開発行為については、地域の特性、社会

経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事

情を総合的に勘案し、必要があれば技術基準を適切に定めるなどして、当該開発行

為又は建築行為の予定建築物等の用途（法及び建築基準法で定められている用途地

域等における定め方を参考にすることが望ましい。）、目的、位置、規模等を個別

具体的に検討して、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で

行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、第１４号に基づいて許可し

ても差し支えなく、地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図ることが望ましい。

（中略） 

この趣旨を踏まえ、通常原則として許可して差し支えないものと考えられるもの

として、次のような建築物の用に供する開発行為等が考えられる。 

 

(1)～(19)―略― 

（20）例えば、次のような事例についても、やむを得ない事情が認められ、周辺の

土地利用に支障を及ぼさない限り、法第２９条又は第４３条の規定による許可が

相当か否かの審査の対象として差し支えない。  

① 既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の設置  

② 既存の住宅の増築のためやむを得ない場合の敷地拡大  

③ 法に基づく許可を受けて建築された後相当期間適正に利用された建築物のやむを

得ない事情による用途変更  

具体的な運用に当たっては、次に掲げる事項に留意することが望ましい。 

イ 適正利用の相当期間については、１０年程度を目安とすることが考えられるが、

一律に期間の経過のみで判断することは、硬直的な運用となるおそれがあるた

め、留意する必要があること。  

ロ また、用途変更の事情については、当該建築物の所有者の死亡、破産、遠方への

転居など、社会通念上当該建築物を従前の用途に供しないことにやむを得ない事

情があるかどうかを判断すること。 

 

イメージ図（適正に１０年以上利用されていること） 

 

図（開発許可等取得後、新築してからの経過の比較） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表（改正前後の比較） 

 改正前 改正後 

パターン

A ○ 〇 

パターン

B × ○ 
適正利用は４年間 

やむを得ない事情を有すると 

判断できれば、要件を満たす 

 

 

１０年 間 の適 正 利 用  

４年 間 の適 正 利 用  差 押 え・所 有 権 喪 失  

パターンＡ 

パターンＢ 

新築 
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議第２号 都市計画法第４３条第１項に基づく建築等許可（市街化調整区
域にある建築物の利活用）について 

議案区分 都市計画法第４３条第１項（建築物の用途変更の許可） 

山形市開発審査会 

提案基準２８ 

市街化調整区域内

にある既存建築物

の利活用 

既存建築物の利活用を目的とし、建築物の改築又は用途の変更を行うもの

で、次の各号のいずれにも該当するもの。ただし、予定建築物の用途が、本

提案基準を除いた法第３４条第１号から第１４号までに該当するものを除

く。 

（１）今後の事業計画等により、既存の建築物を利活用できる根拠を明示す

ること。 

（２）既存の建築物の立地等の経緯が次のいずれかに該当すること。 

ア 法第２９条第１項、法第４２条第１項ただし書又は法第４３条第１項に

規定する許可を受けて建築された建築物であること。 

イ 法適用日（昭和４５年３月３０日）前から自己居住用の住宅以外の建築

物として存続していること。 

（３）既存の建築物が、当該建築物の完成後（前号イの建築物にあっては、

法適用日（昭和４５年３月３０日）後）、適正に１０年以上利用された

ものであること。ただし、当該建築物の所有者の死亡、破産、遠方への

転居など、社会通念上当該建築物を従前の用途に供しないことにやむを

得ない事情を有すると認められる場合は、この限りでない。 

（４）既存建築物の建築基準法上の主要用途及び従たる用途に変更がないこ

と。 

（５）法第２９条及び第４３条に規定する許可を受けていない既存建築物

（（２）イに該当するもの）の場合は、開発区域に接する道路の幅員及

び消防水利の基準が、現在の開発許可基準に適合するものであること。 

（６）予定建築物の延べ床面積は、既存建築物の延べ床面積を上限とするこ

と。 

（７）開発区域周辺の住民に対して説明を行い、同意を得ること。 

申請者の所在地

並びに名称及び

代表者氏名 

山形県東村山郡山辺町大字山辺２８９９ー２ 

株式会社クレスト 代表取締役 原田 和彦 

開発区域に含まれ

る地域の名称 
山形市北田６９番１ 

開発区域の地目

及び面積 
宅地・２４３７．７３㎡ 

予定建築物の用途 工場（製造業） 

既存建築物の用途 工場（建設業） 

他法令の許認可  
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●事業概要 

 申請者は、現在、山形県山辺町山辺で自動車内装用革製品の加工業を営んでいるが、事業規模

が徐々に拡大してきたことを受け、工場設備の見直しを検討している。見直しに当たって現工場

の拡張も検討したが、既存の敷地は拡張の余地がない。また、別の土地に第２工場を新設するこ

とも検討したが、作業効率の観点から望ましくなく、移転した上で、工場規模を拡大することと

した。 

 事業所の従業員には本市在住の者も多く、市内北部の土地を検討した結果、本申請地は既存工

場をそのまま利活用できる上、事業を拡大するに当たり十分な規模を有する建築物であることか

ら、用途を変更し製造業を行おうとするもの。 

 なお、申請区域は３．０ｍ以上５．０ｍ未満の浸水が想定される浸水想定区域であるが、申請

者からは大雨に備えた避難計画の提出を受けている。また、万が一逃げ遅れてしまった場合であ

っても、工場２階の床面の高さが５．５ｍの位置にあるため垂直避難が可能である。 

 

＜都市計画法第３４条第１４号（立地基準）への適合について＞ 

○今後の事業計画等により、既存の建築物を利活用できる根拠を明示すること。 

現在の事業所は作業スペースが約２８９㎡と限られており、プレス機の間隔も十分に確保でき

ていない。作業員も窮屈なスペースで作業をしており、工程も 2つの建物に分断され非効率であ

る。今後の事業拡大を見据えても加工後の製品や材料の置き場も十分な場所が確保できていると

は言えない状況である。 

用途変更をしようとする既存の工場は、１階部分で約７１６㎡と十分な床面積があり、余裕を

持ってプレス機を配置することが可能であり、作業台を設置しても通路を確保できる。加工後の

製品や材料の置き場としてのスペースも十分に確保できる見込みある。２階については、当面は

物置としての利活用を考えており、今後、事業を拡大する際は２階も利用する予定である。 

なお、上記の内容を記載した事業計画書の提出を受けている。 

○既存の建築物の立地等の経緯が次のいずれかに該当すること。 

ア 法第２９条第１項、法第４２条第１項ただし書又は法第４３条第１項に規定する許可を受

けて建築された建築物であること。 

イ 法適用日（昭和４５年３月３０日）前から自己居住用の住宅以外の建築物として存続して

いること。 

既存の建築物は、有限会社中村製作所が昭和５４年１２月２５日付け第３５１９号で法第４３

条第１項の許可を受け、その後、明大建設株式会社が平成２年６月５日付け第２８５７号で法第

２９条第１項の許可を受けている建築物である。 

○既存の建築物が、当該建築物の完成後（前号イの建築物にあっては、法適用日（昭和４５年３

月３０日）後、適正に１０年以上利用されたものであること。ただし、当該建築物の所有者の死

亡、破産、遠方への転居など、社会通念上当該建築物を従前の用途に供しないことにやむを得な

い事情を有すると認められる場合は、この限りでない。 

 既存の建築物は、有限会社中村製作所が昭和５４年１２月２５日付け第３５１９号で法第４３

条第１項の許可を受け、昭和５５年７月に建築されたものである。その後、工場は昭和５５年８

月に差押えにより明大建設株式会社の前身である北日本鐵建株式会社に所有権が移った。明大建

設株式会社は増築及び敷地拡張に伴って平成２年にこの度の申請地を含めて許可を取得したが、

平成８年に差押えにより所有権を失っている。 
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○既存建築物の建築基準法上の主要用途及び従たる用途に変更がないこと。 

既存建築物の用途は建設業の工場であり、建築基準法上の用途は「工場（自動車修理工場を除

く）」に該当する。申請建築物の用途は製造業の工場であり、建築基準法上の用途は「工場（自

動車修理工場を除く）」に該当するため、変更はない。 

○法第２９条及び第４３条に規定する許可を受けていない既存建築物（⑵イに該当するもの）の

場合は、開発区域に接する道路の幅員及び消防水利の基準が、現在の開発許可基準に適合するも

のであること。 

既存建築物は、法第４３条及び法第２９条の許可を受けている。 

○予定建築物の延べ床面積は、既存建築物の延べ床面積を上限とすること。 

本件は、増築等の工事を伴わない用途変更であるため、床面積の変更はない。 

○開発区域周辺の住民に対して説明を行い、同意を得ること。 

地元町内会である東中野町内会の会長、副会長及び役員に既存事業所を見学する機会を設け、

支障ない旨を確認している。また、開発区域周辺に居住する住民を対象に説明会を実施し、今後

の事業について理解を得ている。加えて、将来的に事業内容の変更が生じた場合には改めて周辺

住民と協議する場を設けることを記載した協定書を取り交わすこととなっている。協定書につい

ては、案を作成した上、町内会で回覧をしましたが特に意見が出なかったため、許可取得後に申

請者と東中野町内会の間で締結する。 

 また、この度の許可申請に際して、東中野町内会及び隣接する土地の関係権利者から同意書の

提出を受けている。 

以上により、当該申請は都市計画法第３４条第１４号（立地基準）に適合する。 

 

＜都市計画法施行令第３６条第１項第１号イ（技術基準）への適合について＞ 

該当基準 審査基準  備考 

第１号

イ 

排水設備 

基準）排水施設が開発区域内の下水を

有効に排出するとともに溢水等による

被害が生じないような構造及び能力で

設計されていること。 

○ 

汚水は公共下水道を使用する。 

雨水は浸透施設を設置し、敷地内におい

て処理する。 

以上により、当該申請は都市計画法施行令第３６条第１項第１号イ（技術基準）に適合する。 
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議第２号　株式会社クレスト 位置図

国
道
112号

申請地

至　中山町

至　市内 内表
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1

県
道

 
大

森
中

野
線

解
体

12.07m

12.84m

4
.3
2
m

4
.
33
m

4.00m

申請地

県
道
　
大
森
中
野
線

建
築
基
準
法
第
４
２
条
第
２
項
道
路

4.26m

市道　いずみ保育園線

工場（製造業）

　　　　　　凡例

開発区域

上水道

下水道

いずみ保育園通路

①
②

③

④

⑤⑥⑦

⑧

土地利用計画図議第２号　株式会社クレスト
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① 

 

② 

 

③ 
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申請地

申請地

申請地

議第２号　株式会社クレスト 写真



④ 

 

⑤ 

 

⑥ 
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申請地

議第２号　株式会社クレスト 写真



⑦ 

 

⑧ 

 
 

-11-

申請地

申請地

議第２号　株式会社クレスト 写真



 

 

 

 

 

第７７回山形市開発審査会 

報告資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１０月７日 

山 形 市 開 発 審 査 会 



 

 

目   次 
 

報告第１号  山形市開発審査会への事後報告案件について 

       都市計画法第４３条（建築等許可） ２件・・・・・・・１～４ 

(令和４年５月１日から同年８月３１日まで) 

 

 報告第２号  山形市開発審査会への事後報告案件について 

山形市開発審査会提案基準３の指定区域の変更について・５～７ 

（流通施設業務等） 

 



報告第２号 

山形市開発審査会提案基準３の指定区域の変更について 

山形北インター産業団地地区地区計画が決定されたことに伴い、山形市開発審査会提案基準共通審査基準第２項第６号の規定により、山形市開発審査会提案基準３（流通業務施設等）の指定区域を新

旧対照表のとおり変更します。 

 

[新旧対照表] 
変 更 後 変 更 前 

提案基準３ 流通業務施設等 

 

提案基準３ 流通業務施設等 

 

 
※縮尺は A4 縦の場合のもの。 ※縮尺は A4 縦の場合のもの。 
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報告第２号



 

都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホの取扱い等について 

(山形市開発審査会提案基準) 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３４条第１４号及

び都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）第３６条第

１項第３号ホの規定により、その開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地におけ

る建築物の建築等（以下「開発行為等」という。）の目的、位置及び規模等から判断し

て周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域で行うことが困難または著し

く不適当と認められるものは、次の共通審査基準及び個別審査基準を満たす開発行為等

であって、山形市開発審査会（以下「審査会」という。）に提案し承認が得ることがで

きるものとする。 

 

共通審査基準 

１ 開発行為等の内容が、山形市開発審査会提案基準（以下「提案基準」という。）に

該当すること。 

２ 次に掲げる土地の区域を含まないこと。 

(１) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成１２

年法律第５７号)第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 

(２) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和４４年法律第５７号)第

３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

(３) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号)第８条第２項第

１号に規定する農用地区域 

(４) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項又は第５条第１項に規定す

る許可がなされる見込みがない農地の区域 

(５) 森林法(昭和２６年法律第２４９号)第２５条又は２５条の２の規定により指

定された保安林の区域 

(６) 法第１２条の４第１項第１号に掲げる地区計画を定めた区域 

(７) 法第５３条の規定に基づく建築の許可が必要な区域。ただし、「山形市都市計

画道路見直し計画」(平成２９年３月策定)において、廃止候補路線又は幅員縮小

候補路線のうち現道に合わせて縮小する路線に定められている区間番号の区域

内の区域は、この限りでない。 

３ 予定建築物が自己の業務の用に供するものであること。 

４ 申請者に法及び関係法令に関する違反がないこと。 

５ 申請者等は、山形市開発指導要綱の規定に基づき、開発周辺に影響をおよぼすおそ

れのあるものについては、事前に当該開発区域周辺の住民に対して説明会を開催し、

当該開発行為について同意を得るよう努めるものとする。 
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報告第２号 

 
※縮尺は A3 横の場合のもの。 
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第７７回山形市開発審査会 

＜参 考 資 料＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

目   次 
 

 

 ◇都市計画法・都市計画法施行令・・・・・・・・・・・・・・・・１～５ 

  

◇山形市開発審査会条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  

◇山形市開発審査会運営要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

◇山形市開発審査会傍聴要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・８～９ 

 

◇山形市開発審査会幹事会要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

◇山形市開発審査会提案基準（一部抜粋）・・・・・・・・・・・１１～１３ 

 

◇山形市開発審査会委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

  

◇山形市開発審査会幹事及び書記名簿・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 



○都市計画法（昭和四十三年六月十五日号外法律第百号。以下「法」という。）並びに 

都市計画法施行令（昭和四十四年六月十三日政令第百五十八号。以下「令」という。）

抜粋 

第一章 総則 

（定義） 

法第四条 

１～１１ （略） 

１２ この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する

目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 

 

第三章 都市計画制限等 

第一節 開発行為等の規制 

（開発行為の許可） 

法第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、

国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第

二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は同法第二百

五十二条の二十六の三第一項の特例市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあつては、当該指

定都市等の長。以下この節において同じ。）の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開

発行為については、この限りでない。 

（以下略） 

 

（開発許可の基準） 技術基準 

法第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、

次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。）

に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していな

いと認めるときは、開発許可をしなければならない。 

 一 （略） 

二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為

にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場

合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、

災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置さ

れ、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定め

られていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計が

これに適合していること。  

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和三十三年

法律第七十九号）第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開

発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置され
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るように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定めら

れているときは、設計がこれに適合していること。  

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

四 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為

にあつては、水道その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区

域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計

が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているとき

は、設計がこれに適合していること。 

五～十一 （略） 

十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外

の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目

的で行う開発行為（当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、

土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除

く。）以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がある

こと。 

十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外

の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目

的で行う開発行為（当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、

土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除

く。）以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要

な能力があること。 

十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の

区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該

開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。  

２～８ （略）   

 

（開発許可の基準） 立地基準 

法第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特定工作物

の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係る開発行為及びその申

請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当

すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 

一～十 （略） 

十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常

生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物（市街化区域内に存する

ものを含む。）が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は

事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号にお

いて同じ。）の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発

区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例

で定めるものに該当しないもの 
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十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内にお

いて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道

府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの 

十三  （略）  

十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における

市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と

認める開発行為 

 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

法第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都

道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の

建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途

を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次

に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限り

でない。 

 （以下略）  

 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準） 

令第三十六条 都道府県知事（指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項にお

いて同じ。）は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第四十三条第一項の許

可をしてはならない。 

一 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地が次に定める基準（用途の変更の場合

にあつては、ロを除く。）に適合していること。 

イ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出するとと

もに、その排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような構造

及び能力で適当に配置されていること。 

⑴ 当該地域における降水量 

⑵ 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質 

⑶ 敷地の周辺の状況及び放流先の状況 

⑷ 当該建築物又は第一種特定工作物の用途 

ロ （略） 

 二 （略） 

三 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が次のいずれかに該当すること。 

イ～ニ （略） 

ホ 当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、

かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる建

築物又は第一種特定工作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経たもの。 

２ 第二十六条、第二十八条及び第二十九条の規定は、前項第一号に規定する基準の適用について準用

する。 

 

（不服申立て） 

法第五十条 第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、 
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第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分若しくはその不作為又は 

これらの規定に違反した者に対する第八十一条第一項の規定に基づく監督処分についての審査請求 

は、開発審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、開発審 

査会に代えて、当該不作為に係る都道府県知事に対してすることもできる。 

２ 開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日 

（行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命 

じた場合にあつては、当該不備が補正された日）から二月以内に、裁決をしなければならない。 

３ 開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審 

査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁その他の関係人又はこれ 

らの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行わなければならない。 

４ 第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項 

の口頭審理については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第 

五項までの規定を準用する。 

 

（開発審査会） 

法第七十八条 第五十条第一項に規定する審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属さ

せられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。 

２ 開発審査会は、委員五人以上をもつて組織する。 

３ 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共

の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命

する。 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 

一 破産者で復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

５ 都道府県知事又は指定都市等の長は、委員が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その

委員を解任しなければならない。 

６ 都道府県知事又は指定都市等の長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するときは、

その委員を解任することができる。 

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。 

７ 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、第五十条第一項に規定す

る審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。 

８ 第二項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で

定める基準に従い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。 

 

（開発審査会の組織及び運営に関する基準） 

令第四十三条 法第七十八条第八項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 開発審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定めるものとする。 

二 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するも

のとする。 

三 開発審査会は、会長（会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次号において同じ。）

のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができないものとする。 
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四 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よるものとする。 
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○山形市開発審査会条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７８条第８項の規定に基づき、山形

市開発審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（委員の定数及び任期） 

第２条 審査会は、委員７人をもって組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第３条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（幹事及び書記） 

第５条 審査会の事務を処理するため、幹事及び書記若干名を置く。 

２ 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、審査会の事務を処理するとともに、会議に出席し、意見を述べることができる。 

４ 書記は、審査会の事務に従事する。 

（庶務） 

第６条 審査会の庶務は、まちづくり政策部において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定め

る。 

 

附 則 

この条例は、平成 13 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年 12 月 16 日条例第 42 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 31年４月１日から施行する。 
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山 形 市 開 発 審 査 会 運 営 要 綱                    

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、山形市開発審査会条例（平成１２年市条例第２号。以下「条例」という。）に定

めがあるもののほか、山形市開発審査会（以下「審査会」という。）の運営について必要な事項を定

めるものとする。 

（招集） 

第２条 会長は、条例第４条第１項の規定により審査会の会議（以下「会議」という。）の招集すると

きは、当該会議が開催される２週間前までに、審査会の委員に対して開催の日時、場所及び審議事項

等を通知するものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じ、その暇がないときは、この限

りでない。 

（委員の参集） 

第３条 委員は、前条の規定による通知を受けたときは、会議に参集するものとする。 

２ 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その旨を会長に届け出る

ものとする。 

（仮議長） 

第４条 委員の任期満了後、最初に行われる市長が招集する会議において会長を選任するときは、委員

の互選により仮議長を選任し、当該仮議長が、会長の選任までの議事を進行するものとする。 

（会議の公開） 

第５条 会議は、山形市情報公開条例（平成９年市条例第３９号）第１４条第１項の規定に基づき、原

則として公開するものとする。 

２  一般傍聴者の傍聴に係る傍聴要領は、別記のとおりとする。 

３ 会議の公開の方法その他必要な事項は、会議の公開に関する実施要領（平成１０年１２月１日施行）

の定めるところによる。 

（採択） 

第６条 会議に諮られた議案の採択は、挙手によるものとする。 

（議事録） 

第７条 審査会において議事録を作成し、議長及び議長の指名した２人以上の委員が署名するものとす

る。 

（関係者の出席） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は

資料の提出を求めるものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めのない事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月２７日から施行する。 
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山 形 市 開 発 審 査 会 傍 聴 要 領                   

 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（1）開発審査会の会議の傍聴を希望する方は、会議の開始予定時刻までに、受付で氏名及び住所を記

入して会場に入室してください。 

  (2) 傍聴の受付は、先着順で行います。 

 

２ 傍聴者の遵守事項 

  傍聴者は、審査会を傍聴するにあたっては、次の事項を守ってください。 

(1) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手、その他の方法に公然と可否を 

  表明しないこと。 

(2) 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。 

(3) 会議の進行のために行う議長の指示に従うこと。 

(4) その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為を行わないこと。 

 

３ 会議の秩序の維持 

(1) 傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、係員の指示に従ってください。 

(2) 傍聴者が２の傍聴者の遵守事項に違反したときは注意し、なお、これに従わないときは、退場し

ていただく場合があります。 
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別記様式 

 

傍 聴 受 付 簿           

 

【一般傍聴者】 

№ 氏 名 住   所 備 考 

１ 
   

２ 
   

３ 
   

４ 
   

５ 
   

６ 
   

７ 
   

８ 
   

９ 
   

１０ 
   

 

 

【報道機関傍聴者】 

№ 報道機関名 氏 名 備 考 

１    

２    

３    

４    

５    
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山形市開発審査会幹事会要綱 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、山形市開発審査会条例（平成１３年市条例第２号）第５条の規定に基づき、山形市

開発審査会（以下「審査会」という。）の事務を処理するための組織の設置等について、必要な事

項を定めるものとする。 
（設置） 

第２条 この市に、山形市開発審査会幹事会（以下「幹事会」という。）を設置する。 
（所管事項） 

第３条 幹事会は、審査会に提出する資料の作成その他審査会の運営等に必要な事務を処理する。 
 （組織） 
第４条 幹事会は、幹事長、幹事及び書記をもって組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。 
（１）幹事長 まちづくり政策部長 
（２）幹 事 まちづくり政策部都市政策調整監並びに農林部農政課長、まちづくり政策部 

まちづくり政策課長、同部建築指導課長及び都市整備部道路維持課長 
（３）書 記 まちづくり政策部まちづくり政策課の課長補佐、開発指導係長及び同係員 

（幹事長の職務） 
第５条 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。 
 ２ 幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長の指名した者がその職務を

代理する。 
（会議） 

第６条 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集し、幹事長は、その議長となる。 
（関係者等の出席） 
第７条 幹事会は、関係者又は学識経験者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。 

（庶務） 
第８条 幹事会の庶務はまちづくり政策部まちづくり政策課において処理する。 

（委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営等について必要な事項は、別に定める。 

附 則 
 この要綱は、平成１３年４月２５日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 附 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（一部抜粋） 

都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホの取扱い等について 

(山形市開発審査会提案基準) 

 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３４条第１４号及

び都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）第３６条第

１項第３号ホの規定により、その開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地におけ

る建築物の建築等（以下「開発行為等」という。）の目的、位置及び規模等から判断し

て周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域で行うことが困難または著し

く不適当と認められるものは、次の共通審査基準及び個別審査基準を満たす開発行為等

であって、山形市開発審査会（以下「審査会」という。）に提案し承認が得ることがで

きるものとする。 

 

共通審査基準 

１ 開発行為等の内容が、山形市開発審査会提案基準（以下「提案基準」という。）に

該当すること。 

２ 次に掲げる土地の区域を含まないこと。 

(１) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成１２

年法律第５７号)第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域 

(２) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和４４年法律第５７号)第

３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域 

(３) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号)第８条第２項第

１号に規定する農用地区域 

(４) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項又は第５条第１項に規定す

る許可がなされる見込みがない農地の区域 

(５) 森林法(昭和２６年法律第２４９号)第２５条又は２５条の２の規定により指

定された保安林の区域 

(６) 法第１２条の４第１項第１号に掲げる地区計画を定めた区域 

(７) 法第５３条の規定に基づく建築の許可が必要な区域。ただし、「山形市都市計

画道路見直し計画」(平成２９年３月策定)において、廃止候補路線又は幅員縮小

候補路線のうち現道に合わせて縮小する路線に定められている区間番号の区域

内の区域は、この限りでない。 

３ 予定建築物が自己の業務の用に供するものであること。 

４ 申請者に法及び関係法令に関する違反がないこと。 

５ 申請者等は、山形市開発指導要綱の規定に基づき、開発周辺に影響をおよぼすおそ

れのあるものについては、事前に当該開発区域周辺の住民に対して説明会を開催し、

当該開発行為について同意を得るよう努めるものとする。 
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提案基準７ 許可不要で行った開発行為等の区域内における建築 

平成１９年１１月３０日以前に、国、都道府県又は政令指定都市、中核市、特例市、

事務処理市町村（※１これらに準ずる特殊法人も含む）並びにそれらが組織に加わっ

ている一部事務組合、広域連合、全部事務組合、及びそれらが設置団体である地方開

発事業団が行った開発行為の区域内における建築物及び第１種特定工作物の建築。 

予定建築物の用途は次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）建築される建築物及び第１種特定工作物の用途は、当該開発行為を行った目

的に合致すると認められるものに限る。 

（２）許可不要で行った分譲地の区画を再分割する場合は、各１区画敷地面積を 

２００㎡以上とすること。 

※ 当該提案基準については、共通審査基準第３項を適用しない。 

※１ 各特殊法人関係法令において、準用規定があったもの 

付  記 

 本基準に該当するもののうち、予定建築物の敷地面積が５００㎡以下のものは、許可 

内容を次回の開発審査会に報告すること。 

 

提案基準８ 山寺地区及び蔵王温泉地区内の戸建住宅等の建築 

山寺地区及び蔵王温泉地区内の指定区域内において建築する戸建住宅又は店舗等

兼用住宅で、次の各項のいずれにも該当するもの 

※ 当該提案基準については、共通審査基準第３項を適用しない。 

１ 予定建築物の用途が戸建住宅又は店舗等兼用住宅であること。 

２ 予定建築物の敷地面積が原則として２００㎡以上５００㎡以下であること。 

３ 予定建築物の高さが１２メートル以下であること。 

４ 容積率の最高限度は１０分の１５であり、かつ、建蔽率の最高限度は１０分の６

であること。 

５ 予定建築物を賃貸する場合は、予定建築物の敷地が４ｍ以上の道路に接すること。 

６ 水道事業の用に供する水道に接続できること。 

７ 区域内の排水施設が公共下水道に接続できること。 

８ 山形市景観計画（平成３１年４月策定）で定める景観形成基準に基づき、建築物

の外壁及び屋根の色彩は、景観類型別色彩基準に適合するものであること。 

※ それぞれの区域の位置については、別図９から１１に定めるとおりとする。 

付  記 

 本基準に該当するもののうち、予定建築物の敷地面積が５００㎡以下のものは、許可 

内容を次回の開発審査会に報告すること。 
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提案基準２９ 浸水想定区域内の戸建住宅等の建築 

  条例指定区域内（令和３年４月１日告示（山形市告示第５３号）のものをいう。）、

かつ、洪水浸水想定区域内のうち、浸水するおそれがある水深（以下「想定浸水深」

という。）が３．０メートル以上の区域を含む敷地において建築する建築物で、次の

各項のいずれにも該当するもの。 

 

※ 当該提案基準については、共通審査基準第３項を適用しない。 

 

１ 予定建築物の用途が戸建住宅又は店舗等兼用住宅であること。 

２ 予定建築物の敷地面積が２００㎡以上５００㎡以下であること。 

３ 予定建築物の高さが１２メートル以下であること。 

４ 予定建築物の敷地が次のいずれかの道路に接すること。 

（１） 道路の幅員６メートル以上のもの。 

（２） 道路の幅員が４メートル以上６メートル未満の道路で、災害の防止上及び通

行の安全上支障がないと市長が認めるもの。 

（３） 道路の幅員が４メートル未満の建基法第４２条に規定するもの。 

（４） 建基法第４３条第２項第１号に規定する接道義務適用除外に係る認定を受け

た幅員４メートル以上の道 

（５） 建基法第４３条第２項第２号に規定する接道義務適用除外に係る許可を受け

た通路上空地 

５ 水道事業の用に供する水道に接続できること。 

６ 区域内の排水施設が公共下水道に接続できること。 

７ 予定建築物の居室（建基法第２条第４号に規定する居室をいう。）の床面の高さ

を想定浸水深よりも高い位置に設けること。 

 

付  記 

本基準により許可した場合は、許可内容を次回の開発審査会に報告すること。 
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